
「派遣労働者の派遣料金に関する配慮義務」
に係る協力要請を経済団体に行いました。

お問い合わせ
滋賀労働局職業安定部需給調整事業室
〒520-0806 大津市打出浜14番15号滋賀労働総合庁舎５F
Tel:077-526-8617

令和７年５月、滋賀労働局職業安定部は、労働者派遣法第26条第11項の「派
遣労働者の公正な待遇の確保のための派遣料金の配慮義務」について、県内の
主要な経済団体に対し、会員事業所に対する周知広報に係る協力要請を行いま
した。

滋賀労働局発表
令和７年５月27日

大企業を中心に賃金引上げの動きがある中、今後は、全体の約７割を占める
中小企業・小規模事業者の労働者とともに、パート・有期雇用労働者、派遣労
働者等の非正規雇用労働者に、賃金引上げの流れを波及させていくことが重要
となっています。
滋賀労働局では、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間の均衡のとれた

待遇を確保するため、同一労働同一賃金及び派遣料金の配慮義務の遵守の徹底
に向けて取り組んでいるところです。
派遣労働者の処遇向上には、派遣先の皆さまのご理解と配慮、派遣元との連

携等が欠かせません。
別添リーフレットで紹介する施策や指針、助成金の活用などにより、派遣労

働者の処遇向上の取り組みにご協力をお願いします。

滋賀経済産業協会 滋賀県中小企業団体中央会

要請時の写真 要請時の写真










